
ＴＣ２５１１

入札（見積）　　調書 頁

年度

契 約 番 号 第 － － 号

件 名

入札(見積)年月日 年 月 日 時 分

入札(見積)場所

円 主 管 課

落札(決定)金額 入札(見積)価格に　　％に相当する額を加算した金額が

最低制限価格法律上の落札(決定)金額である。

工 種 （ 業 種 ） 円

落札(決定)業者

入 札 ( 見 積 ) 経 過 （単位：円）

入 札 ( 見 積 ) 金 額

指 名 (見 積 )業 者 名 価格交渉金額最 低 最 低 最 低
第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

金 額 金 額 金 額

（ 備 考 ）

結果     1

令和  6

61 21 00559

令和６年度水道事業のＤＸ化に向けた業務見直しにかかる調査業務

令和 6 12 11 午前 9 30

水道局総務部総務課入札室

      9,900,000 61 計画課

10

290 その他

A0000004928 株）日立製作所　北海道支社

                            札幌市水道局

株）日立製作所　北海道支社 決定

      9,000,000                                              

ａ０６６１２１００５５９ａ



役務-第1号様式（業者特定理由書） 

 
 

 業者特定理由書 
 
 下記の理由により見積事業者を特定する。 
 

記 
 
１ 件  名 

令和６年度 水道事業のＤＸ化に向けた業務見直しにかかる調査業務 
 
２ 事業者名 

株式会社日立製作所 北海道支社 
 
３ 特定理由 

本業務は、将来的な水道事業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進す

るための前段階として、現行業務の可視化と分析を行い、そこから業務課題を抽出し、

今後の業務改善やビジネスプロセスリエンジニアリング（BPR）、新技術導入の検討な

どに向けた札幌市水道局にとって最適な改善方針を策定することを目的としており、企

画内容の良否が業務の目的達成を大きく左右するものである。 
企画の提案には、高度な創造性、技術力、専門的な知識及び経験が必要とされるため、

競争入札には適さず、企画競争による選考の結果、最も審査内容に合致している案を提

示した業者と契約を締結することが望ましいため。 
 
４ 根拠規定 
  地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号に該当すると判断されるため。 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



ＴＣ２５１１

入札（見積）　　調書 頁

年度

契 約 番 号 第 － － 号

件 名

入札(見積)年月日 年 月 日 時 分

入札(見積)場所

円 主 管 課

落札(決定)金額 入札(見積)価格に　　％に相当する額を加算した金額が

最低制限価格法律上の落札(決定)金額である。

工 種 （ 業 種 ） 円

落札(決定)業者

入 札 ( 見 積 ) 経 過 （単位：円）

入 札 ( 見 積 ) 金 額

指 名 (見 積 )業 者 名 価格交渉金額最 低 最 低 最 低
第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

金 額 金 額 金 額

（ 備 考 ）

結果     1

令和  6

13 21 00159

水道局ＶＤＩ基盤拡張・運用支援業務

令和 6 12 11 午前 9 30

水道局総務部総務課入札室

      2,750,000 13 財務課

10

290 その他

A0000005053 株）ＮＴＴデータ北海道

                            札幌市水道局

株）ＮＴＴデータ北海道 決定

      2,500,000                                              

ａ０６１３２１００１５９ａ



 
 

 

業 者 特 定 理 由 書 
 

下記の理由により業者を特定する。 

 

記 

 

 

１ 件 名  水道局ＶＤＩ基盤拡張・運用支援業務 

 

 

２ 業者名  株式会社 ＮＴＴデータ北海道 

 

 

３ 特定理由  本業務は、令和５年度に試験導入した「ＶＤＩ基盤」の本格的な導

入拡大へ向けた対応、課題解決、運用支援の業務を行うものである。 

「ＶＤＩ基盤」は、株式会社ＮＴＴデータ北海道が当局の要求に基

づき令和５年度に設計・導入し、年度内の課題解決やチューニング等

を実施したものであり、同業者は、本基盤に対する当局の要求、運

用、動作環境、設計、構造等を把握している唯一の業者である。ま

た、「ＶＤＩ基盤」の拡張にあたっては、当該仮想マシンが稼働して

いる「業務統合サーバ」に対する変更が必須だが、この「業務統合サ

ーバ」も令和３年度に同業者が導入し、今日まで運用保守してきたも

のであり、同業者は、この運用、動作環境、設計、構造等を熟知して

いる唯一の業者である。 

仮に上記業者以外に履行させようとする場合、これまでの課題対応

との連続性が失われるうえ、「ＶＤＩ基盤」及び「業務統合サーバ」

の双方の運用、環境、設計、構造等を漏れなく確実に調査・解析・理

解したうえで実施する必要があり、経費、履行期間、安全性及び技術

力の面で明らかに不利であるため、上記業者を特定する。 

 

 

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令 第 21 条の 13 第 1 項第 6号 

 

 

 


